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居住用賃貸建物の課税仕入れについては、消費税の

仕入税額控除が認められなくなる。2020年度税制改正

で仕入税額控除制度を見直し、

本年10月１日以後の居住用賃貸建物の仕入れから適用

する。

ただし、本年３月31日までに締結した契約に基づき本

年10月１日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場

合には適用しない。

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外

の建物であって、高額特定資産に該当するものが適用

対象。

居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。

高額特定資産とは、棚卸資産または調整対象固定資産（棚卸資産以外の資産で税抜価額100万円以上）で、税抜価額1,000万円以上

のもの。

消費税法では、住宅の貸付けは非課税であるため、その仕入れに係る税額は控除できないが、仕入控除税額の計算方法に、課税

売上割合が95％以上である場合は、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額の全額を控除できる規定がある。

改正は、これを利用して、本業とは関係のない金地金など投資商品の売買（課税売上）を繰り返し行い、意図的に課税売上割合を

引き上げて、本業である住宅の貸付け以外の課税売上げの割合を95％以上とし、居住用賃貸建物の課税仕入れに係る消費税額を

控除して、不当に消費税の還付を受ける節税策を封じるもの。

消費税還付スキームを封じ込め
居住用賃貸建物の仕入税額控除

税理士の

大阪事業部　吉田卓司

平成元年の導入以後、平成とともに歩んできた消費税。その歴史の中で、高額な資産を

取得した際に消費税還付を受ける還付スキームと、それを規制する法改正の“いたちごっ

こ”が繰り返されてきました。今回の法改正で、今ある意図的な還付スキームは封じられ

るとみられています。

納税義務や課税方式の選択、計算方法など、消費税は複雑でミスが起きやすく、影響額

が大きい税目です。 専門家と相談しながら、適正で損をしない納税を行っていきましょう。



2017年６月に「働き方関連法案」として成立し、2018年４月から一部が施行され

た働き方改革は、厚生労働省が中心となり、少子高齢化に伴う生産年齢人口の

減少や、育児や介護との両立など、多様な働き方の実現を目指しています。

本レポートでは、働き方改革が実現しようとしていることに対して企業が対応

する際に、必要となる費用の一部を補えることができる助成金を紹介します。

 ■ 働き方改革で求められていること

本法案は、現在の日本が直面している雇用形態による待遇差、長時間労働等種々

の課題の包括的解決を目的とするものであり、３つの目的と８つの法律からな

ります。

（１）働き方改革関連法案３つの目的

　①働き方改革の推進

　　働き方改革を総合的かつ継続的に推進するための基本方針を設定

　②長時間労働の是正

　　時間外労働時間の上限設定や医師等に高度プロフェッショナル制度の創設

　③公正な待遇の確保

　　雇用形態の違いによる待遇改善に向けた同一労働同一賃金の実現

（２）働き方改革関連法案一覧

働き方改革関連法案が求めるのは、今後予想されている労働力不足への対応を時間という量で解決するのではなく、働き

方を変えて企業の生産性を向上させていくことです。

働き方改革で対応が求められる3つの課題

社労士の

働き方改革の１つとして不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」に関する対応が求められております。

大企業については本年４月、中小企業については翌年４月からパートタイマーや有期契約労働者の雇用時に正

社員との待遇差の内容や理由に関する説明義務を法人が負う事になります。今後の新規採用に向けて、まずは

待遇差がはっきりとわかる給与（各種手当等）や福利厚生について現状どういった理由で正社員とパート・有期

契約労働者との間に差が設けられているかを一覧表にまとめる等して明らかにしていく事が対応の第一歩にな

ります。
社労事業部　田中和臣

目　的 改正となる法律 主　な　内　容

働き方改革を総合的、継続的に推進するための基本方針を設定

時間外労働の上限を原則「月45時間」、特別な場合も「月100時間未満」に設定

高度プロフェッショナル制度の創設

産業医、産業保健機能の強化

終業時刻と始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努める「勤務時間インターバル

制度」の普及促進

不合理な待遇差を解消する「同一労働同一賃金」

待遇に関する説明義務の強化

均等・均衡規定の整備

雇用対策法

労働基準法

労働安全衛生法

労働安全衛生法

労働時間等設定改善法

パートタイム労働法

労働契約法

労働者派遣法

働き方改革の推進

長時間労働の是正

公正な待遇の確保
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